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「基本協約第２３２条の取り扱い」に関する申し入れ

４月１８日に開催された関西支社との経営協議会において、組合側は会社側幹事として

指定されている清水康臣人事課係長について、基本協約第２３２条の定めにあるとおり「関

係課長級以上の委員」として、その任にふさわしくない肩書きであることを明らかにした

ところである。また、この間の経営協議会および各種委員会における資質及び言動におい

てもふさわしくない人物であると考える。

よって、以下のように申し入れるので、早急に協議の場を設定すること。

記

１．経営協議会の席上、指摘した苦情処理会議の設定に関する不誠実・横柄な対応等と合

わせ組合としては、清水康臣人事課係長はその言動においても経営協議会および各種

委員会における会社側幹事として全く不適任であると考えるので会社側の考えを明ら

かにすること。

以 上


